
日光都市計画地区計画の変更 (日 光市決定 )

都市計画日光産業団地地区地区計画を次のように変更する。

名  称 日光産業団地地区地区計画

位  置 日光市土沢及び森友の一部

面  積 約 16.lh a

区
域
の

整
備

開
発
及
び
保
全
の
方
金十

地 区計画 の

目標

本地区は、 日光市今市地域の中心市街地から南東約 4 kmに位

置 し、周辺には山林や農地が広がっている。

また、自動車専用道路である日光宇都宮道路の土沢インター

チェンジから約 2.5 kmと アクセス性に優れてお り、産業拠点と

して位置づけられている。

本計画は既存の都市基盤を活かしながら、医療産業を含む総

合的な産業拠 ,点 を形成 し、将来にわた り維持・保全することを

目標 とするものである。

土地利 用 の

方針

地区の特性に応 じた合理的な土地利用を図るため、地区全体

を 2つに区分 し、それぞれ以下の方針に基づき土地利用を図る。

(1)A地区

周辺の環境 と調和 した産業施設の立地促進を図る。

(2)B地区

良好な医療・福祉環境を形成する土地利用を図る。

建築物等の

整備の方針

周辺環境 と調和 した産業集積地を創出・瀧持するため、建築

物等に関して次の事項を定める。

(1)建築物等の用途の制限

(2)建築物の敷地面積の最低限度

(3)壁面の位置の制限

(弁)建築物等の形態又 lま意匠の制限

(5)かき又はさくの構造の制限

(6)良好な地区環境の確保に必要なものの保全を図るための制

限



地
区
整
備
計
画

建
築
物
等
イこ
関
す
る
事
項

地区の

区分

名称 A地区 B地区

面積 約 5,7ha 約 10.4ha

建築物の用途

の制限

次の各号に掲げる建築物は、

建築 してはならない。

(1)住宅

(2)兼用住宅

(3)共同住宅、寄宿舎又は下

宿

(4)事務所、店舗でその用途

に供する部分の床面積の

合計が 3,000だを超える

もの

(5)カ ラオケボックスその他

これに類するもの

(6)マージャン屋、ぱちんこ

屋、射的場、勝馬投票券

発売所、場外車券売場そ

の他これ らに類するもの

(7)濠1場、映画館、演芸場又

は観覧場

(8)キ ャバ レー、料理店、ナ

イ トクラブ、ダンスホー

ルその他 これ らに類する

もの

(9)自 動車教習所

(10)畜舎 (15ポ を超えるも

の )

(11)建築基準法 (昭和 25年

法律第 201号)別表第 2

(ぬ)項第 3号及び第 4

号に規定する建築物

(12)廃棄物の処理及び清掃

に関する法律 (昭和 45年

法律第 137号)に規定す

る廃 棄物 を処理す る施

設。(工場その他の建築物

に附属するもので、当該

建築物において生 じた廃

棄物のみの処理に供する

ものを除く。)

次の各号に掲げる建築物

は、建築 してはならない。

(1)住宅

(2)兼用住宅

(3)ホ テル又は旅館

(4)カ ラオケボックスそ

の他 これ に類す るも

の

(5)マージャン屋、ぱちん

こ屋、射的場、勝馬投

票券発売所、場外車券

売場 その他 これ らに

類するもの

(6)劇場、映画館、演芸場

又は観覧場

(7)キ ャバ レー、料理店、

ナイ トクラブ、ダンス

ホール その他 これ ら

に類するもの

(8)自 動車教習所

(9)畜舎 (15だを超える

もの)

(10)建築基準法 (昭和 25

年法律第 201号)別表

第 2(ぬ)項第 3号及

び第 4号に規定する建

築物

(■)廃棄物の処理及び清

掃に関する法律 (昭和

45年法律第 137号)に

規定す る廃棄物 を処

理す る施設。 (工場そ

の他 の建築物 に附属

するもので、当該建築

物 にお いて生 じた廃

棄物 のみの処理 に供

するものを除く。)



地
区
整
備
計
画

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項

建築物の敷地

面積の最低限

度

2,000ポ

壁面の位置の

制限

建築物の外壁又はこれに代

わる柱の面か ら道路境界線又

は敷地境界線までの距離は、

次に定めるとお りとする。

(1)道路境界線 (隅切部分を除

く)ま での距離は、2.Om以

上

(2)敷地境界線までの距離は

1.Om以上

建築物 の外壁又 はこ

れ に代 わ る柱 の面か ら

道路境界線又 は敷地境

界線までの距離は、次に

定めるとお りとする。

(1)道路境界線 (隅切部

分を除 く)ま での距

離は、4.Om以上

建築物等の形

態又は意匠の

制限

1建築物等の外壁、屋根及び工作物等の色彩は、 日光市

景観条例を遵守 し、周辺環境に配慮するとともに、美

観・風致等を良好に保つものとする。

2屋外広告物の大きさ及び形状は、 日光市屋外広告物条

例を遵守 し、周辺環境に配慮 したものとする。

かき又イまさく

の構造の制限

道路に面して設けるかき又はさくは、次の各号のいず

れかに適合したものとする。

(1)生け垣

(2)敷地地盤面から高さ 2.Om以下の金網その他これに

類する透視可能なさくで、基礎を構築する場合におい

ては、基礎の仕上がり高が地盤面から 0。 7m以下のも

の ょ

(3)植栽 と基礎を組み合わせたもので、基礎の仕上がり

高が地盤面から 0.6m以下のもの。

土
地
の

不ll

用
lこ

関
す
る
事
項

良好 な地 区環

境の確保 に必

要なものの保

全 を図るため

の制限

1周辺環境と調和した緑豊かで景観に優れた産業用地と

しての環境に支障を及ぼす土地の区画形質の変更を行

なってはならない。

2周辺環境と調和した産業集積地を創出・維持するため、

工場立地法に基づき配置する緑地は、枯損樹木等の補

植等を行い適正に管理するものとする。

「区域は計画図表示のとお り」

理 由

日光市の地域医療の促進 と、周辺環境 と調和 した良好な産業用地 としての環境を創

出 。維持するため、本地区計画を変更する。
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